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○日時 平成27年２月20日 10時00分開会 

○場所 委員会室 

○議件 

１．網走市総合計画【2008-2017】中間評価につ

いて 

２．住民参加型市場公募地方債の発行について 

３．その他 

─────────────────────── 

○出席委員（６名） 

 委  員  長    平 賀 貴 幸 

 副 委 員 長    井 戸 達 也 

 委 員    飯 田 敏 勝 

            近 藤 憲 治 

            高 橋 政 行 

            七 夕 和 繁 

─────────────────────── 

○欠席委員（０名） 

─────────────────────── 

○委員外議員（２名） 

 議 長    小田部 善 治 

 副 議 長    山 田 庫司郎 

─────────────────────── 

○傍聴議員（４名） 

            金 兵 智 則 

            古 都 宣 裕 

            松 浦 敏 司 

            渡 部 眞 美 

─────────────────────── 

○説明者 

 副 市 長    大 澤 慶 逸 

 企画総務部長    川 田 昌 弘 

 企画総務部次長    岩 永 雅 浩 

 財 政 課 長    秋 葉 孝 博 

  

○事務局職員 

事 務 局 長    佐 藤   明 

次     長    吉 田 正 史 

      係    田 中 康 平 

 

午前10時00分開会 

○平賀貴幸委員長 おはようございます。 

ただいまより総務文教委員会を開会いたします。 

本日の委員会は議件２件について審査をいたしま

す。 

初めに、網走市総合計画【2008-2017】中間評価

について説明を求めます。 

○岩永雅浩企画総務部次長 それでは、最初に網走

市総合計画の中間評価について御説明を申し上げま

す。 

資料１号をごらんください。 

昨年12月９日の中間評価委員会で中間評価案を確

定し、ことしの１月６日から２月６日を期限に１カ

月間パブリックコメントを実施いたしました。 

また、市議会議員の皆様を初め総合計画の策定に

携わっていただいた委員の皆様には個別に中間評価

案をお届けしたところですけれども、その結果、策

定に携わっていただいた委員を含めて４名の市民か

ら御意見をいただきました。 

御意見の内容は、地域医療に関するもの５件のほ

か、地域福祉、高齢者福祉、公共交通、人口減少問

題にそれぞれ１件でございます。 

寄せられた御意見につきましては、現状認識の確

認や情報分析を行い、次期総合計画の策定に生かし

てまいりますとともに、平成27年度中に策定をする

網走市総合戦略に反映できるものは取り入れてまい

りたいと考えております。 

そのため、中間評価案は内容を修正せず、成案と

することにいたしました。 

中間評価はホームページ上で公表いたしますが、

現在御意見に対する市としての回答を取りまとめて

いるところでございまして、これとあわせて、個人

情報を伏せた形で市のホームページ上に市民意見を

公表する予定でございます。 

以上です。 

○平賀貴幸委員長 それでは質疑に入ります。 

○飯田敏勝委員 中間評価を見せていただいたので

すけれども、経過というか、10年計画でありまして、

それでこの計画をつくるときには、委員がおりまし

て、作成をして、でき上がった時点で解散というこ

とで、新たに今度19人の委員がつくる。中間評価を

する場合に、各関連の計画がありますよね。 

例えば、観光でいえば網走市観光計画のほかに
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2014年にガイドラインとして観光振興計画が出まし

た。 

この総合計画を見ると、関連する計画で網走市観

光振興計画、網走市大曲湖畔農場利用基本計画とい

うものがあります。 

この場合、例えば観光振興計画はガイドラインと

して情勢が変わっているので2005年に立てました。

14年にこれが出たのは、策定からこの間観光を取り

巻く環境が大きく変化しているということで、ガイ

ドラインを出したということがあります。 

一応上位でなしに、下位というか分野ごとの計画

ですよね。 

この総合計画では、観光振興計画が関連する計画

と、もう一つ網走市大曲湖畔農場利用基本計画とい

うのがあります。 

その場合のこれらの関連する計画を中間評価の中

にどのように反映するのか、それとも総体的に、関

連する計画は計画で、総合計画は総体的なものだか

ら、その中から各専門の計画で実施していくという

考えなのか、その辺の基本的な考えを少しお聞かせ

願いたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 飯田委員から御指摘の

あった点についてですが、実は中間評価の進め方に

ついては非常に悩んだところがございまして、実は

この中間評価を行うのは初めてでございました。 

特に、当市の総合計画の中には評価指標がないと

いう中で、どのように評価をしていこうかというの

が一点、それから今委員からも御指摘のあったよう

に、総合計画がつくられた時点において既に存在し

ていた実施計画、それから総合計画の後に策定され

た実施計画が存在するということで、そのあたりの

表現の統一をどうするのかといったこともございま

したが、評価の進め方としましては、平成25年度の

予算事業をベースに、平成20年度から平成25年度の

全事業を総合計画の各項目に当てはめるという作業

をまず始めました。その中で、全課へ照会を行いま

して、起債事業、予算、決算、総合計画に記載され

ている各項目についての確認をしていただくという

ことをしました。 

その中で、今後の方向性も含めて、今の段階、中

間評価をしている段階で存在する実施計画について

も見ていただきながら、今後の方向性について定め

ていただくという形で中間評価を進めてまいりまし

た。 

○飯田敏勝委員 中間評価は初めてそのようなこと

というのはわかりましたけれども、例えば教育委員

会で教育委員会の事務点検評価報告書というのを毎

年出していますね。これは、制度については地方教

育行政の組織及び運営に関する法律の第27条に定め

られているので行うと。 

ずっと前にもなりますけれども、決算委員会で事

業評価ということでかなり議論した経緯があります。 

こういうことからいうと、事務点検と、それから

事業評価について、総合計画の評価が上位であれば、

やはりそこから各分野の評価の概要をしっかりとつ

かんで、私は予算なり決算なりに生かしていきたい

と思うのですけれども、教員委員会のこれを見ると

かなり細かくやっています。実際この教育委員会の

ものを見ますと、内部評価とともに外部評価も行っ

ています。 

この総合計画は初めての中間評価なのですけれど

も、中間評価のほかに今度2017年以降、18年度から

新しいのをやりますと、あと２年ぐらいしないうち

に新しい取り組みに入ると思うのですけれども、そ

の評価をする場合に、これを見せていただくと内部

評価が主です。外部評価も含めてそういう考えがあ

るのかどうかということも含めて、方向性だけでも

いいですからお聞かせ願いたいと思います。 

○岩永雅浩企画総務部次長 外部評価の観点での御

質問だというふうに思いますが、教育委員会では内

部評価に加えて外部の評価がされているということ

で承知をしておりますけれども、今回の中間評価に

おきましても、最終盤にはなりましたけれども、市

民からのパブリックコメントをいただくということ

で、それが外部評価に当たるというふうに考えてお

ります。 

また、この後御説明させていただきますけれども、

今後総合戦略を策定するという中では、幅広い市民

を組織する中で評価も行うということが国から求め

られておりますので、総合計画の戦略版という位置

づけをさせていただきたいというふうに後ほど御説

明をいたします。 

そういう中では、外部評価が機能していくのでは

ないかというふうに考えています。 

○飯田敏勝委員 これをつくるときも、かなりの労

力というのですか、委員の労力、市民アンケートを

もとにしてやりました。 

市には教育委員会の学校教育計画、社会教育計画

というものがありまして、ほかにも観光振興計画な

り農業なり、それからさまざまな景観と緑の基本計
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画だとか、さまざまな計画がございます。 

ただ、市の総合計画と同様に、アンケートをもと

にしてやっているのは教育委員会です。 

教育そのものというのは、教育評価ということで

かなり全道的にやられています。 

学校教育計画と社会教育の長期計画、これは10年

物なのですけれども、これはかなりの市民の方の細

かいアンケートによって作成された経緯もあります

けれども、やはり今後総合計画の下部計画が各分野、

農業でも観光でもその他でもいいのですけれども、

アンケートの様式なりを統一してやっていくかとい

うことも含めて、今これから説明会である、地域創

生の戦略の策定というのはそういうことだと思うの

ですけれども、それも含めて方向性はどのようなこ

とで持っているのですか。 

○岩永雅浩企画総務部次長 アンケートの市民の声

をどのように計画に反映するのかということで、社

会教育長期計画の例が出されておりましたが、その

当時私もその計画策定に携わっておりました。 

社会教育についてはアンケートあるいは調査の方

法については一つの学問として成立している部分も

ありまして、かなり確立された方法も含めてあるの

かなというふうに思っていますが、それも参考にし

ながらということになると思いますが、前回の総合

計画の策定においても市民から幅広い意見をアンケ

ートという形でいただいたり、協働会議という形で

さまざまな市民の声も反映しておりますので、同じ

ような形で市民の声をなるべく多く反映した計画づ

くりを進めたいというふうに考えています。 

○飯田敏勝委員 その御答弁のとおり、中間評価そ

のものというのが初めてですので、それらの方向性

を見つけながら、さまざまな方法を考えながら、い

いものにしていくということだと思いますので、そ

ういうことと認識しまして、私のほうからは以上で

す。 

○平賀貴幸委員長 ほか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、網走市総合計画中間評価については説

明を受けたことで確認をしたいと思います。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸委員長 次に、住民参加型市場公募地方

債の発行について説明を求めます。 

○秋葉孝博財政課長 それでは、資料２号をごらん

ください。 

住民参加型市場公募地方債、いわゆるミニ公募債

の発行につきまして、これまで金融機関と協議を進

めてまいりましたが、このたび概要が取りまとまり

ましたので御説明いたします。 

初めに、１．発行目的でございますが、天都山展

望台・オホーツク流氷館の建設資金としてミニ公募

債を発行いたしまして、市民の皆さんのまちづくり

への参加や、施設へ愛着を持っていただくこと、施

設のＰＲ及び資金調達の多様化を図るものでござい

ます。 

次に、２．ミニ公募債の名称ですが、網走ニポネ

債としております。 

次に、３．発行概要ですが、①発行額は１億円で

す。１口10万円とし、購入限度は10口の100万円ま

でとしております。 

②販売期間は平成27年５月11日から５月21日まで

としますが、申し込みが発行額に達した時点で販売

は終了となります。 

③から⑤ですが、平成27年５月28日に発行し、３

年満期の一括償還といたしますので、償還日は平成

30年５月28日となり、この間年２回の利払いがござ

います。 

次に、⑥利率ですが、同条件の国債利率に0.2％

程度を上積みした利率を想定しております。 

⑦購入対象者は市内に居住する個人としておりま

す。 

次に、４．購入者特典でございますが、新しい施

設の年間パスポート券が１枚と、テイクアウトコー

ナーで販売するドリンクなどが無料になる券が１枚、

これを１セットといたしまして、購入額が50万円ま

での方には１セットを、60万円以上の方には２セッ

トを贈呈したいと考えております。 

最後に、５．販売金融機関ですが、網走信用金庫

が市内５店舗、取扱額は5,000万円。北洋銀行網走

支店で取扱額は3,000万円。北海道銀行網走支店で

取扱額は2,000万円となっております。 

私からの説明は以上でございます。 

○平賀貴幸委員長 それでは質疑に入ります。 

○飯田敏勝委員 発行額が１億円と。１口10万円の、

最高限度額が10口100万円までと。網走市内に居住

する人ということなのですけれども、利率で同条件

の国債、直近では何％なのですか。３カ年、３カ年

というか年に２回の利払いですよね。 

○秋葉孝博財政課長 同条件ですので３年満期一括
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償還の国債の利率ですが、これは日々動きますが、

現在のところ0.067％程度になっております。 

○飯田敏勝委員 それでいくと、0.20％を足して

0.267％でいいますと、年２回の利払いですと、満

度に集めた、１億円集めたとなると、利子としては

どの程度になりますか。 

○秋葉孝博財政課長 単純に0.267％としまして、

１年間での利払いが26万7,000円、これが３年にな

りますので、この条件としては80万1,000円という

形になります。 

○飯田敏勝委員 それにあと銀行手数料、それから

諸経費、この４番に出てくる購入者特典とあります

けれども、予算はいかほど見ていますか。 

○秋葉孝博財政課長 今回だと年度がまずひとつま

たがるということがございます。 

平成26年度といたしましては、チラシで約33万円

程度の予算を計上しております。実際にチラシをま

くタイミングですけれども、次27年の４月を今予定

しておりますので、これは27年度の予算となります。 

今御説明いたしました年間パスポート、テイクア

ウトの無料券、こうしたものがあわせまして約60万

円程度、それから今回のこのミニ公募債の発行に関

しましては一般的な経費として募集受託、それから

幹事引受手数料等がかかります。 

こうしたもので90万円程度がかかりまして、利払

いを除きまして、おおよそですが26年、27年、それ

から30年まで合わせまして約200万円程度の経費は

かかるというふうに見込んでおります。 

○飯田敏勝委員 今のやつに利払いが80万円、単純

に計算して280万円1,000円です。 

実際使えるのは１億円集めたとしても9,720万円

程度ということになります。 

これはこれで新しい住民参加型ということなので

すけれども、この公募地方債の性格なのですけれど

も、これはここで販売金融機関が信金5,000万円、

北洋3,000万円、道銀2,000万円となっているのです

が、どのような形の公債というのですか、債権の性

格ということになりますか。 

○秋葉孝博財政課長 一般的になのですが、道銀や

北洋では国債の取り扱いもしております。そのほか

いろいろな株式に係る投資信託のような商品もござ

います。 

これは地方債でありますので、まず非常に安全性

が高いという商品であるのと、今回市内の方に限定

して販売をするということで、言ってみると市民の

皆様にみずからまちのために出資をいただくような、

そうした性格を有しております。 

○飯田敏勝委員 縁故債というのですか、そういう

性格も、準公債的なものもあるということなのです

けれども、これはある程度今後を見越した中で、試

験的にやってみるというような意味合いもあるのか

なと思うのですけれども、その辺いかがですか。 

○秋葉孝博財政課長 御指摘のとおり試験的な意味

合いというのが一つございます。 

ただ、資金調達からいたしますと、出資では財政

融資、それから地方公共団体金融機構、それから市

内の金融機関からという手法がありますが、今回は

やはりシンボル的な施設がひとつ建つということが

ありまして、これを広くＰＲしたいということはひ

とつ目的としてございます。 

今回発行をしまして、市民の皆様にどれだけのニ

ーズがあるかということも、それから購入目的です

とかそうしたこともアンケートをしたいというふう

に考えておりますので、ニーズがどれぐらいあるか

も含めまして、今後の発行に際しては検討材料にさ

せていただきたいと考えております。 

○飯田敏勝委員 流氷館の建設につきましては私ど

もいろいろ議論させていただいたのですけれども、

運営その他に関してこういう形での、ミニ公募債の

発行については、維持管理運営も含めまして今後大

変だと思いますけれども、建設資金に市民が参加す

るという形を試験的にとって、どういうような反応

というのですか、なるかどうかも含めて注視したい

と思いますけれども、基本的に今の内容で了承した

いと思います。 

○平賀貴幸委員長 ほか、いかがですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

それでは、住民参加型市場公募地方債の発行につ

いては説明を受けたということで確認をさせていた

だきます。 

─────────────────────── 

○平賀貴幸委員長 次、その他でありますが、委員

の皆様から何かございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

理事者のほうからは。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

それでは、これで総務文教委員会を終わります。 

午前10時22分閉会 

 


